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次亜塩素酸水についてＮＩＴＥの報告（6/26）について 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（＝NITE）は 6 月 26 日、「次亜塩素酸水は、製造方法に関わら

ず有効塩素濃度が 35ｐｐｍ以上ある場合は、新型コロナウイルスに対する消毒に有効である。」と公表し

ました。今回の公表内容は、物品の表面に対する消毒効果の検証結果で、手指衛生や噴霧についての

検証結果はなく、「使用にあたっては、製造事業者などが提供する安全情報や使用上の注意等を十分に

踏まえて適切にご使用ください。」との表現になっています。 

 また、文部科学省の児童に生徒などがいる空間で使用しないようにという事務連絡は、6/16 に「学校の

新しい生活様式」としてメーカーや関係省庁が提供する情報をよく吟味し使用を判断するようにと修正され

ています。こうした点をふまえ、これからも安心してご利用頂けるように、下記にクリーンキラーエースの有

効性について改めて説明致します。 

記 

１．クリーンキラーエースとは  

私たちが生成する「クリーンキラーエース」は、次亜塩素酸ナトリウムと塩酸を混合し、有効塩素濃度

400ｐｐｍ、ｐｈ5.5～6.5、微酸性に調整した次亜塩素酸水溶液です。いくつかの病原性微生物への効果

は病体生理研究所、北里環境科学センターが効果を検証しています。 

 

２．噴霧について 

   弱酸性次亜塩素酸水溶液の噴霧によって、噴霧微細粒子のインフルエンザウイルスに対する不活性化

効果があるという検証データがあり、また弱酸性次亜塩素酸水溶液の噴霧による室内空間における次

亜塩素酸の濃度の測定事例の検証データを基に、同様の主成分であるクリーンキラーエースも有効で

安全と考えています。（参照：「次亜塩素酸水溶液の効能・空間噴霧の効果と安全性」三重大学大学院

生物資源学研究所 福崎智司教授） 

 

３．手指・皮膚の使用について 

クリーンキラーエースは、人体の汗や血液（ｐｈ5.7～6.5）に近いｐｈ5.5～6.5(弱酸性）で設定しています。 

除菌効果を表す HOCｌ（次亜塩素酸分子）が主成分となっており、かつ微生物や有機物と反応後は、薄

い食塩水となり、皮膚にも優しくなっています。薬機法上、手指への使用をラベル等に明確に記載する

ことはできませんが、私たちは手指や皮膚にも安全にご使用いただけると判断しています。 

私たちは、上記にあげた検証結果や約 15 年間病院清掃現場をはじめ、介護、子育てなどさまざまな現

場で、クリーンキラーエースを活用してきた実体験からも、クリーンキラーエースは安全で有効であると実

感しています。これからも各現場では、クリーンキラーエースを活用していきます。 

以上 

＜手指への使用や空間噴霧についての厚生労働省などの各省庁見解について＞ 

各省庁は、次亜塩素酸水の使用を推奨しないとする見解の根拠としてＷＨＯやＣＤＣの文献を提示してい

ます。しかし、奈良林直氏（東京工業大学特任教授）からは、ＷＨＯの文献に、「次亜塩素酸の記載なし」Ｃ

ＤＣの文献に、「次亜塩素酸水は、生物組織に無害であると記載あり」となっていると指摘がありました。 



2020年度労協連連絡文書第 41期第 4号【補足資料】 

６月２６日、独立行政法人製品評価技術基盤機構（＝NITE）は次亜塩素酸水の新型コロナウイルスに対

する有効性についての評価を発表しました。概要は以下の通りとなります。 

NITE 発表の概要 

（１）次亜塩素酸水について、製造方法にかかわ

らず有効塩素濃度が３５ppm 以上ある場合は新型

コロナウイルスに対する消毒に有効（尚、以前の

検証でインフルエンザウイルスの消毒に有効で

あることは NITEより発表されています）。使用方

法については以下の通り発表されています 

 ➤流水での使用…有効塩素濃度３５ppm以上 

 ➤拭き掃除などでの使用 

…有効塩素濃度８０ppm以上 

製造方法については、電解、混合などにかかわら

ず「有効塩素濃度と溶液の㏗が同等であれば消毒

効果は同等と考えられる」ため、電解式でも混合

式でも効果は同一であると判断されました。 

（２）但し皮脂や油脂などの有機物によって効果

が減少する可能性があるので、表面の汚れを落と

したのちに仕上げとして使用すること。 

※「量が十分でないとき場合に高い効果を求めるときは、濃

度を濃くする必要があると推察される」という記述もありました。 

（３）ウイルスの量に対して少量では十分な効果

が発揮されないので、十分な量の使用が必要。 

※省庁の出したチラシには「ヒタヒタに濡らす」等の表現がありましたが、「ヒタヒタ」という表現についてはどの程度の量なの

かが明示されていません。布巾等を何度も往復させてふき取らなければならない量を使用してしまうと、逆に布巾に付着した微

生物を塗り広げてしまう可能性が指摘されています。 

（４）今回は物品の表面に対する消毒効果の検証でした。NITEから手指衛生や噴霧についての言及はな

く、「使用にあたっては製造事業者等が提供する安全情報や使用上の注意等を十分に踏まえて適切にご

使用ください」との表現になっています。また経済産業省、消費者庁、厚生労働省連名のチラシでは換

気を推奨しており、「消毒や除菌効果をうたう商品を空間噴霧することは、おすすめしていません」と記

載されています。また、「人体に付着したウイルスの消毒・除去や、感染の予防・治療を目的とする場合

は、医薬品又は医薬部外品としての承認が必要です。」との記載もあり、各省庁の発表では、より踏み込

んだ表現で手指消毒や空間噴霧が否定されています。 

この（４）の部分については以下の通り反論があります。 

 

NITE 発表を踏まえた次亜塩素酸水溶液普及促進会議の反論 

この NITE の発表に対して反論があるのは次亜塩素酸水溶液を取り扱っている数々の会社や団体も同

じであり、次亜塩素酸水溶液を扱うたくさんの会社からその安全性や有効性についてのエビデンスを集

め、真っ向から反論を試みる「一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議」が立ち上がりました。今

後労協連としても次亜塩素酸水溶液普及促進会議に賛同し、以下の反論に同意します。 

 

NITE 資料「新型コロナウイルスを用いた代替消毒方法の有

効性評価について（報告の概要②）」より引用 



１ 手指・皮膚への使用や空間噴霧の安全性について 

（１）手指衛生と空間噴霧について 

人体への臨床試験は行われていませんが、ラットやニワトリなどの動物に対する皮膚への使用や噴霧

での使用、そして飲用に対する検証は行われています。医薬品や医薬部外品ではないため、ラベルやチ

ラシに明確に「手指に使用可」と記載することはできませんが、以下のエビデンスにより、例え皮膚に

使用しても、空間噴霧を行ったとしても安全であると判断します（皮膚や粘膜に対する刺激や影響を示

唆するものであり、クリーンキラーを飲用することが安全であるとするエビデンスではありません）。 

  ■「弱酸性次亜塩素酸水溶液の殺菌効果の基礎的検討および食品・畜産分野への適用に関する研究」（2014 年：小野朋子） 

弱酸性次亜塩素酸水溶液を鶏への飲水に用いた場合の殺菌効果 ,生産性および安全性への影響について、有効塩素濃度

50ppm、㏗ 5.5～6.5 の次亜塩素酸水溶液を給水タンクに入れ 1～64 週齢時まで検証。産卵率に変化はなく、むしろ育成

率（2 週齢期）は改善。臓器、血液にも差異は認められず飲水資材として利用が可能。 

■「ラットにおける噴霧弱酸性次亜塩素酸水吸入による影響調査」（岡山大学医学部附属動物実験施設） 

臨床所見による急性的な変化も見られなかったことから、13mg/h・㎥～53mg/h・㎥、3 か月間の噴霧吸入では安全性の

高い施設内空間消毒資材として活用できる可能性が示唆された 

■「ラットにおける吸入投与毒性試験」（住化分析センター） 

結果 LC50＞5000mg/㎥、毒性なし 

■「ウサギを用いる皮膚一次刺激性試験」（日本食品分析センター） 

有効塩素濃度 200ｐｐｍの電解次亜塩素酸類生成水を使用。無刺激性、毒性なし 

（２）空気中の塩素濃度に関する労働安全衛生法の基準について 

空間噴霧の安全性については上記以外にもたくさんの機関が実証実験を行っており、また有効性につ

いてもエビデンスが存在します。 

一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議ホームページ掲載資料「次亜塩素酸水溶液の効能・空間噴霧の効果と安全性」（三重大

学大学院 福﨑智司教授）を引用 



 ■「pH 制御次亜塩素酸ナトリウム水溶液の空間霧化による施設環境の殺菌」（岡山県工業技術センター） 

pH6.0、遊離有効塩素濃度 2～4ppm に調整した弱酸性次亜塩素酸水溶液を霧化。弱酸性次亜塩素酸水溶液の霧化微細粒子

の噴霧気流が直接接触する固体表面であれば、希薄な水溶液の霧化噴霧でも効果的な殺菌が行えることが示された。 

さらに以下の動画で三重大学大学院の福﨑先生が安全性と有効性について分かりやすく解説して

おられます（下図及び下記リンク先の動画をご参照ください）。 

※三重大学大学院 福﨑智司 教授「次亜塩素酸水溶液の効能～空間噴霧の効果と安全性」 

https://youtu.be/ZYGSAUSwtMY 

 

また、クリーンキラーエースについても労協連独自に空間噴霧時の塩素濃度を測定しました。結果は

「0.01ppm 以下」となり、空気中の塩素濃度に関する労働安全衛生法の基準値（0.5ppm）以下であるこ

とを確認しました（他社製品についても概ね 0.01ppm～0.02ppmとなっている）。 

 

（３）海外での次亜塩素酸水の採用例 

東京工業大学特任教授の奈良林直さんから以下のような採用例が紹介されました。 

① 米国環境保護庁（ＥＰＡ）のコロナウイルス殺菌対策 

・ＥＰＡではコロナウイルス対策として 3 月 31 日付で次亜塩素酸を含む８種の適合消毒薬を暫定版

として選定。 

・適切な製品を使用すればＣＯＶＩＤ－１９を引き起こすウイルスを殺すことができる。ＥＰＡはす

ぐに使えるスプレー、濃縮液、ふき取りなど、ＣＯＶＩＤ－１９に対して使用できる消毒製品のリ

ストをまとめた。各製品は、ＣＯＶＩＤ－１９のウイルスよりも強いウイルスに対しても効果的で

ある。 

② 米国疾病予防管理センター（ＣＤＣ）のコロナウイルス対策 

 ・ＣＤＣが使う消毒剤はＥＰＡがリストに定めたものを使っている。 

 ・特にコロナウイルスを患者から他の入院患者病室への空気の混入がないように、ＨＥＰＡフィルタ

ーなどを使った空気浄化や換気率の向上を求めている。 

 ・病院の固体表面（テーブル、手すり、床、医療機器のタッチセンターの液晶面やボタンなど）がウ

イルスの付着が多く、感染源となるため消毒の必要性を述べている。 

 ・次亜塩素酸は低濃度でも強い酸化力があり、次亜塩素酸水溶液は生物組織に無毒と明記されている。 

③ 米国海運局（ＡＢＳ）のコロナウイルス対策（2020年 5月） 

 ・次亜塩素酸（電解水）、次亜塩素酸は最近、真菌、ウイルスに対して非常に効果的。使用される濃度

は、消毒で、例えば 50ppmであれば皮膚を刺激せず、粘膜に対して非常に穏やか。食品や接触面の

消毒によく使用されている。 

④ 中国国家衛生健康委員会の消毒指針 

・次亜塩素酸水は、物体表面、医療機械、空気、手や皮膚、粘膜の消毒剤として有効な他、感染地の

道路や歩道、側溝の消毒剤としても使われている（タイヤや靴底からの感染対策）。 

 

（４）各省庁の根拠文献について 

  手指への使用や空間噴霧について NITEは明言をさけ、「使用にあたっては製造事業者等が提供する

安全情報や使用上の注意等を十分に踏まえて適切にご使用ください」という発表となりました。逆に

経済産業省、消費者庁、厚生労働省は明確に「空間噴霧をおすすめしません」という踏み込んだ内容

を発表し、その根拠としてＷＨＯとＣＤＣの出している文献が添付されています。 

しかし根拠となっているＷＨＯやＣＤＣの文献について、同じく東京工業大学特任教授の奈良林直さ

https://youtu.be/ZYGSAUSwtMY


んからは以下の通り指摘がありました。 

 

■ＷＨＯの文献について 

・「次亜塩素酸」の記載なし 

・噴霧をしてはいけないのは「一般的な消毒薬」との記載。またその根拠も「一般的な家庭用クリー

ニングスプレーの頻繁な使用は成人喘息の重要な危険因子かもしれません」という一文のみ。 

 

■ＣＤＣの文献について 

・「次亜塩素酸水は生物組織に無毒である」との記載あり。 

・次亜塩素酸水の手指衛生や空間噴霧についての言及なし。 

手指消毒や空間噴霧について経済産業省、消費者庁、厚生労働省の見解では今回は残念ながら認めら

れませんでしたが、認めないことに対する根拠は不明瞭なものとなっています。次亜塩素酸水溶液が無

害で安全、そして効果が高いという検証結果は動物での実験を含めて多数存在（※１）する一方で、次亜

塩素酸水溶液が「有害である」という検証結果は全く示されていません。 

（※１：有効性や安全性に関する論文や検証結果は https://akarimirai.com/jia/ebi.html にて随時掲載されています） 

 

３ 私たちの立場と意見 

反論すべき部分はあるものの、今回の NITE 及び各省庁の発表で改めて新型コロナウイルスへの次亜

塩素酸水溶液の有効性が認められました。また、この発表がある少し前、古谷元労協連理事長は労協新

聞（2020年 6月 15日号）にて次のように指摘しています。 

「次亜塩素酸（HOCｌ）は人間の体内で白血球の中の好中球と呼ばれる細胞によって生成され、細菌やウイルスな

ど異物を撃退する。これを工業的に作り出した次亜塩素酸水溶液も除菌力が強く、取り扱いやすく、環境にやさし

い除菌剤で、空間噴霧や口腔ケアにも使用可能だ」 

「クリーンキラーエースの安全性のもう一つのポイントは、濃度が時間とともに減少していく、すぐダメになる、

ということだ。生鮮食料品ならぬ『生鮮除菌水』だ。」これは体内で起こることと似ている。体内では異物をやっつ

けるのに必要な分しか次亜塩素酸をつくらない。必要な時に作り、使って終わり。異物がしぶとく残っていると次

亜塩素酸をどんどん作って補給していく。だから、クリーンキラーエースの使い方も体内と似た使い方、つまり次

亜塩素酸を含んだ流水が一番いい」 

 古谷元労協連理事長のこの言葉が示すように、私たちは上記のたくさんの実証実験や科学的な論文、

そして長年の使用による実感を以ってクリーンキラーエースは安全・安心な除菌剤であると確信してい

ます。私たちは引き続き、今後もクリーンキラーエースの使用を推進していきます。 

以上 

 

 

 
※文章中に「次亜塩素酸水」「次亜塩素酸水溶液」が混在していますが、政府や NITE は混合式も電解式も含めて「次

亜塩素酸水」と呼称し、次亜塩素酸水溶液普及促進会議は混合式も電解式も含めて「次亜塩素酸水溶液」と呼称し

ているためです。上記の文中に出てくる「次亜塩素酸水」「次亜塩素酸水溶液」は混合式も電解式も含むものと解釈

してください。 

https://akarimirai.com/jia/ebi.html

